
工程表

P.都市-80～

復興都市計画
手続き

区扱い・都扱い
【管理課】

２年以降

震
災
復
興
本
部

調
査

2ヶ月2週間

1 家屋被害
概況調査
【管理課】

13 第二次建築制限都市計画決定

【市街地整備課他】

15 都市復興基本計画
【都市企画担当・市街地整備課】

災
害
対
策
本
部

8 都市復興基本方針
【都市企画担当他】

10 地区復興センター
【市街地整備課、住宅課、耐震・不燃化担当、狭あい道路整備課】

11 復興対象地区建築行為届出(第二次建築制限地域を除く)指導
【建築課】

7 家屋被害状況調査
【管理課】

11 杉並区市街地復興整備条例の策定
【都市企画担当他】

～２年

13 第二次建築制限(被災市街地復興特別措置法第７条)指導
【建築課】

３ヶ月 ～６か月１週間 4週間

2・3・4・5・6応急危険度判定等
道路応急対策等
【建築課・営繕課】
【土木計画課他】

3週間

時限市街地づくり方針(原案)
【住宅課】

必要量(補足)調査

【住宅課】

 11 復興対象地区告示
【都市企画担当他】

12 都市復興基本計画(骨子案)
【都市企画担当他】

　※【　】は主な担当課を示す。必要に応じて応援職員等を求めるものとする。

1
6
時
限
的
市
街
地

建
築
制
限
等

9 第一次建築制限(建築基準法84条)指導
【建築課】

必要量
(概数)調査
【住宅課】

用地選定・確保
【住宅課・土木計画課・経理課】 時限市街地の配置計画

【住宅課・営繕課他】
時限的市街地の(建設・)入居・運営

【住宅課】

16 復興事業
(復興都市計画事業・修復型事業計画等推進)

【市街地整備課他】

計
画
・
事
業

14 復興まちづくり計画等
【市街地整備課・都市企画担当他】

9 第一次制限区域告示
【市街地整備課他】

／発災： ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

都市計画手続き(区決定) ※ 都の要綱上、知事協議は土日祝日を含まない20日間必要であるが、発災から計算される都決期限に日数不足ゆえ、都と事前に取り決め必要

除却・復旧(公共土木施設災害復興事業等)

都市復興基本方針・第一次建築制限・復興対象地区

復興対象地区・都市復興基本計画(骨子案)・第二次建築制限

※パブコメできない

作業過密

▼16条説明会等

▼事前説明会等▼事前説明会

▼事前説明会等

▼事前説明会

▼事前説明会

▼事前説明会

▼事前説明会 ▼16条説明会等 ▼事前説明会等

▼事前説明会

▼事前説明会

作業過密

都市-序10

P.都市-8

P.都市-2

P.都市-9

P.都市-28

P.都市-54

P.都市-26

P.都市-60 P.都市-73

P.都市-47 P.都市-71

P.都市-34

P.都市-42

P.都市-40

例示： 4／1 4／7 4／14 4／21 5／1 6／1 7／1 9／1 4／1


